
サービス(支援）提供のプロセス
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令和３年度 サービス管理責任者(児童発達支援管理者)基礎研修
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この講義のねらい
サービス（支援）提供のプロセスを理解し、利用者中心のサービス

（支援）を提供。

（内容）

１．サービス（支援）提供のプロセス

ＰＤＣＡサイクルと、その継続によって本人のニーズに適合した質

の高いサービス（支援）が提供されることを理解する。

２．プロセスにおけるサービス（支援）内容のチェックについて理解す

る。さらに、個別支援計画とその実施結果等の評価について理解

する。

３．サービス（支援）提供における、管理的側面を適切に理解する。

４．サービス（支援）の評価及び事業所の評価等について理解する。
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個別支援計画による支援

（ＰＤＣＡサイクル）

PLAN

計 画

ACTION

対 応

DO

実 行

CHECK

チェック

マネジメント

サイクル

個別支援計画の作成

個別支援計
画に基づく
支援の実施

個別支援計画の作成

個別支援計
画に基づく
支援の実施

到達度、支援の有効
性等の評価

個別支援計画
の見直し
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指定特定相談支援事業者（計画作成担当）と障害福祉サービス事業者の関係
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始
）

サービス管理責任者は、
必要に応じて相談支援
のアセスメント段階から
関わり、事業所としての
見立て等を相談支援専
門員と共有する。
→その後の流れがス
ムーズになる。 ＊児童期においては、サービス管理責任者は、児童発達支援管理責任者。

サービス等利用計画は、障害児支援利用計画。サービス担当者会議は、障害児支援担当者会議。
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〇 計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、
利用者の同意を得なければならない。

〇 計画を作成した際には、個別支援計画を利用者に交付しな
ければならない。

〇 計画の作成後、計画の実施状況の把握（利用者についての
継続的なアセスメントを含む。以下『モニタリング』という。）を行う
とともに、定められた期間内に、計画の見直しを行い、必要に応じ
て計画の変更を行うものとする。

※すべて文書(記録)で確認出来るようすること。



連 携

(0)相談支援事業所との連携

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者は、相談支援専門員がサービス等
（障害児支援）利用計画案を作成する際、専門的な助言（２次アセスメント）を依頼さ
れる場合もある。利用契約前であっても、相談支援事業所と連携し、適切なサービス
等（障害児支援）利用計画案となるよう協力する。

サービス管理責任者
児童発達支援管理責任者 相談支援専門員

適切な
サービス等（障害児支援）利用計画案
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(1)初期面接時の状況把握

１．事業の対象や提供するサービス（支援）の内容について情報を提供する

２．一連のサービス（支援）の流れについて説明する

３．必要に応じて、関係機関との調整を図る

４．利用にかかる経費を説明する 等

実施方法

１．各事業における利用者の対象像、提供するサービス（支援）内容について情報を提供する
２．他の事業やサービス（支援）など選択肢を説明
３．アセスメント→到達目標の設定→評価など一連のサービス（支援）の流れについて説明
４．サービス（支援）提供は、利用者との合意のもとで作成することや契約の内容に盛り込む
ことを説明

５．必要に応じて他の事業者、市町村など関係機関と連携をとる
６．個人情報の管理については慎重に行う

必要なツール

・初期面接受付表（あるいは調査表・プロフィ－ル表）

・相談支援専門員が作成した利用計画及び基本情報

専門用語を使わない
平易でわかりやすい言葉を用いる
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援助者と利用者の信頼関係
（ラポール）の形成の第一歩
児童期は主として保護者との信頼関係を重視

○ まず、傾聴する
〇 肯定的にとらえる
○ 不安を和らげる
○ 課題を明らかにする
○ 対応できる課題かどうか

支援プロセスで、紆余曲折することもあるの
で、インテークで安易な励ましは、過度の依
存、利用者の不信を招くことに留意

○ 安易に問題解決を
請け負ってしまわない

○ 問題解決の主人公は
利用者である

○ 課題があって不安
○ 将来の展望がみえない
○ 課題の解決方法がわから
ない 等

この事業所が、はたし
て対応してくれるの？

初期面接（インテーク）では・・・
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(2)アセスメント
① 初 期 状 態 の 把 握

・ 身体状況や精神・心理状況など状態像の客観的な把握に努める

・ 分野別に項目を立てて把握する

実施方法

・ 信頼関係の確立を基礎として、面接などを通して把握する
・ アセスメントの意味をよく説明して同意を得る
・ 移動関連、生活関連、コミュニケーション関連など分野別に評価項目を設定する
・ 初期状態は今後の支援のベースラインとなり、中間評価・最終評価の際比較検討
する情報となることから、数量化など、できるだけ客観的な把握に努める
・ 必要に応じて医師、ＰＴ、ＯＴ、ＳＴや心理職などと連携する
・ 初期状態を記録しておく

必要なツール

・初期状態把握票（アセスメントシートＮｏ１）

＊児童期は、専門機関等による心理検査、事業所における発達評価表などの情報
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利用者の主訴を十分に傾聴する

専門家に依頼するときは
利用者の了解をとる

アセスメントの過程は情報の収集と分析である。

医師、教員、
心理判定員等の
専門家
からの情報入手

利用者の生活歴、
家族状況、直面し
ている課題、課題
がもたらす不安や
葛藤

利用者と支援
者の相互理解
の場

アセスメントは・・・
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初期状態を
把握するた
めのアセスメ
ントシート例
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・ 利用者や家族の意向を把握する

・ 訓練や就労状況、置かれている環境などの状況を把握する

・ 利用できる社会資源や関係機関を把握する

実施方法

・ 信頼関係の確立を基礎とし、面接などにより把握する
・ コミュニケーションの障害を有する障害者については、わかりやすい言葉で意向などを
把握する

・ 家族の意向も把握する（家族と本人の意向が一致しているとは限らない）
・ 訓練や就労状況、環境などの状況を把握する
・ 今後利用できる社会資源や関係機関との連携の状況について把握する
・ 利用者の基本的ニーズの状況を記録しておく

必要なツール

・利用者のニーズ把握票（アセスメントシートＮｏ２）

＊児童期や言葉での意思確認が難しいケースの場合、家族の意向がそのままニーズとして記録されがちなため、て

いねいに観察及び聴取した上で、興味・関心ごとを中心にした記録をニーズ把握票に書き込んでいくことが必要。

(2)アセスメント
② 基本的ニーズの把握
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・ 利用者の初期状態や基本的ニーズの把握から、課題を整理する

・ 課題の整理に当たっては、全体の課題と各分野別の課題を整理する

・ 課題の整理にあたっては、優先順位を設定する

実施方法

・ 利用者の初期状態や基本的ニーズから、支援者の気づきなどを踏まえ、解決すべき課
題を整理する

・ 解決すべき課題を、全体の課題と各分野別の課題に整理する
・ 各分野別の課題については、支援計画を作成するときの優先順位のために重要度・緊
急度などを考慮しておく（また、利用する他のサービス提供機関がある場合は、他機関
との役割分担等を検討・確認し、協働による支援を実施する）

・ 課題の整理を記録しておく

必要なツール

・課題の整理表

(2)アセスメント
③ 課 題 の 整 理
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№
意向等

ニーズの把握

初期状態の評価

（利用者の状況

・環境の状況）

支援者の気になること

・推測できること

（事例の強み・可能性）

解決すべき課題

課題の整理表
利用者氏名
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№
意向等

ニーズの把握

初期状態の評価

（利用者の状況

・環境の状況）

支援者の気になること

・推測できること

（事例の強み・可能性）

解決すべき課題

１

仕事をして家族を少
しでも養いたい

右片麻痺の状態ではあるが、
パソコン操作が可能である。
以前の職場でもＰＣの経験が
ある。

両手操作の際の工夫が必要。

①本人に合った仕事内容を支
援者が把握できていない。

②引きこもりがちであったため
集中力や耐久力がもつか気に
なる。

③PC操作が可能である。

①どのような仕事が本人に適して
いるかを探る。

②生活状況を把握し、安定した通
所を図る。

２

人との関わりを持ち
たい

家族との関係は良好であるが、
言語障害があり引きこもりが
ちになった。

①病院へ通院し言語療法を受
けている。徐々に回復している
とのこと。

①言語療法士から日中活動の場
での留意事項などを聞いておく。

②人との関わりを増やすため、趣
味のガーデニングで仲間を増やせ
ないか、相談支援専門員へ情報
提供。

３

またガーデニングが
できるようになりたい

庭の環境を整備すれば、能力
的には可能である。

①花や観葉植物が好きで昔は
よく育てていた。

①庭の環境整備の助言を行うとと
もに、相談支援専門員に情報提供
し、趣味の活動を広げる方向で支
援する。

４
在宅での生活を続け
たい

家族の支援で生活は成り立っ
ている。

①家族の介護負担が気になる。 ①在宅での介護を無理なく続ける
ため、ホームヘルプの導入等を相
談支援専門員と検討する。

５

毎日通所させたい
（家族）

現在の体力では毎日の通所
は無理がある。

①本人が就労に向けて前向き
に取り組もうとしている

②体力が落ちているので段階
を追って進めていく必要がある

①本人の状況を、家族にも理解を
促し、進捗に合わせたフォローを
促す。

課題の整理表
（記入例）成人期

利用者氏名 〇〇 〇〇
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★本人の障害状況
⇒私の不安や苦痛、悲しみ、
困りごとは･･･障害のこと・病気
のこと・障害のためにできない
こと、、、

★家族歴・本人を取り巻く環境
⇒家族は・・・、私は今このような生
活をしています。してきました。

★利用者のニーズ・希望する生活
の確認
⇒私は、このような生活をしたいで

す。私の願い・夢・要望は○○で
す。

★生育歴・職歴
⇒私は、今までこのような生き方
をしてきました。

個別支
援計画

本人状態を把握するためのイメージ図

★私自身のストレングス（私の持っている強み)
母親、妹が私を理解して接してくれています。相撲、野球、アイド
ルの音楽が好きです。
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ストレングスに着目した支援とは
チャールズ・ラップ／リチャード・ゴスチャ著『ストレングスモデル』

ストレングスとは
主に精神障害のケースマネジメントなどで発展した視点で、欠点より
も強さに着目したアセスメント視点。現在では、身体障害、知的障害に
おいても応用されている。
ケアプランを作るときにポイントになる、本人と環境の両方にある強さ
のことをいう。

ストレングスモデルとは
全ての人やその人を取り巻く環境には、ス
トレングス（強み）があるので、それを中心
にアプローチし、活用して行く支援技法。ス
トレングスに着目して支援することで、行動
の動機付けを強める。

・本人のストレングス例
個人の属性（性質・性格）
才能・技能
関心・願望

・環境のストレングス例
安心して生活できる家

親友がいること
草野球チームに所属していること

26※ストレングスを100見つける研修って？
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１．人々はリカバリー(取り戻す・回復・復旧)し、生活を改善し高めること
ができる。

２．焦点は欠陥ではなく、個人のストレングス（長所）である。

３．対象者こそが支援関係の監督者である。

４．関係性が根本であり本質である。

５．主要な場所は地域である。

６．地域を資源のオアシスとしてとらえる。



ストレングスの原則
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人はそれぞれが持つ興味・関心や向上心，そして長所に基づいて成長する．

人は，人生をうまく生きるために家族や地域が有する資源を使う．

人は、得意なこと、楽しめること、自分にとって意味のあることに時間を使う
傾向がある。

長所に焦点をあてることは，行動の動機付けを強める．

弱い部分に焦点をあてることは，絶望や憂鬱といった感情を強める．

ストレングスモデルは個の確立（自立）を助ける．

（焦点化することで）目標に対する（多くの）漠然としたアプローチを制限できる。

焦点は欠陥ではなく、個人のストレグス（長所）である



チャールズ・ラップ／リチャード・ゴスチャ著『ストレングスモデル』

ストレングスによるアセスメント（視点）と、アセスメントにより確認され
たストレングスを活用した支援（モデル）は違うもの。
両者は長らく混同されて実践されてきた経緯がある。
確認されたストレングスを活用した支援を心がけることにより、利用
者のやる気を引き出す支援が重要。

ストレングスに着目した支援事例
プロ野球の大ファンである障害のあるＡさんは、働きたい意欲はあるがB型事業所では
うまくいかず転々としていた。
そこで、グループスーパ-ビジョンによりアイディアを出し合い、大好きなプロ野球の球場
での清掃作業を紹介したところ、安定した就職へとつながった。
公的なサービスばかりに着目していて、強みや興味をうまく活用できていなかった状態
から、Ａさんの興味や強みを就労へ結び付けて、効果を上げることができたことになる。
人が働くには、生活の維持だけではないここに特別な理由があることを理解する。

ストレングスに着目した支援とは
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ＩＣＩＤＨ（国際障害分類）モデル

2001年(平成13年) 5月～ICF 国際生活機能分類へ

昭和55年
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２０世紀後半に入って、先進国での寿命の延長、慢性疾患や障害を
伴う疾患の増加、戦争や災害による障害者の増加という現実と障害
者の人権尊重という機運とがあいまって、障害、すなわち「疾患が生
活・人生に及ぼす影響」をみる必要があるという意識が高まった。１
９８０年に「機能障害・能力障害・社会的不利の国際分類」（ＩＣＩＤＨ）
が「試用のため」としてＷＨＯから刊行された。１９８１年の国連障害
者年の前年にあたり、この新しい障害概念は「国際障害者年世界行
動計画」の基本理念にも取り入れられ、一挙に世界中に知られるよ
うになり、各方面に大きな影響を与えた。

ＩＣＩＤＨのモデルは、疾患・変調が原因となって機能・形態障害が
起こり、それから能力障害が生じ、それが社会的不利を起こすとい
うもの。
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そのほか図１には一種の「バイパス」として機能・形態障害から直
接に社会的不利が生じる経路が示されているが、これはたとえば
顔面のあざのような形態障害が、能力障害がないにもかかわら
ず、社会的不利を起こしうるといった場合であると序論では述べ
られている。
この他たとえば脳性マヒや脳卒中片マヒなどでの歩容異常（機能
障害）が、歩行の実用性には問題がない（能力障害はない）にも
かかわらず社会的不利を引き起こしうる等、さまざまな例が考え
られる。
このモデルは障害を機能・形態障害、能力障害、社会的不利の
三つのレベルに分けて捉えるという、「障害の階層性」を示した点
で画期的なものであった。



ＩＣＦ(国際生活機能分類)を活用した利用者把握

健康状態（疾病・変調）

機能・構造 活 動 参 加

環境因子 個人因子

本人が望む暮らし

制度が利用できる 社交的な性格である

外出する

サークル活動に
参加する

趣味の○○を仲間と楽しむ

下肢機能全廃
上肢機能著障

歩行不能
車椅子操作不能
車椅子乗車可能
会話は可能
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